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第４章 環境施策の展開 

基本目標 1 
自然環境 

谷津や水辺を大切にした、豊かな自然の恵みを感じられるまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連するＳＤＧｓ 他分野との関連 

 ・地域の価値や魅力の向上 

・自然とのふれあいによる健康の維持・増進 

・農産物の地産地消 

・グリーンインフラによる地域の防災・減災

力の強化 

 

 

  

将来イメージ 

●市民・事業者・行政、また県などの多様な主体が連携しながら、里地里山の保全・再生

に取り組み、谷津や水辺を中心とした本市の自然環境が適切に維持されています。 

●生きものの生育・生息環境を定期的にモニタリングし、市域への外来種の移入を防ぐこ

とで、地域固有の多様な動植物の生態系や希少生物の生育環境が維持され、初夏に飛翔

するホタルなど、市民や観光客にとって魅力ある自然環境が継承されています。 

●水辺環境を通じた環境教育により、市民における水辺への関心が向上しているととも

に、水辺の清掃活動や水質調査に基づき適切な環境が維持されています。 

●地域の歴史・文化を伝える文化財や祭りなどが適切に保存されており、街中における緑

の保全活動によって、自然との調和が感じられるまちづくりが行われています。 

関連する写真 関連する写真 
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個別目標１ 里地里山環境の保全 

 

現状と施策展開の方針 

本市は自然環境が豊かな地域であり、印旛沼や谷津に代表される田園風景は、水と緑に恵ま

れた本市の特性を形づくる重要な環境要素です。 

中でも谷津は、長い年月の中で利根川水系による台地の浸食と海面の変動によって平らな谷

底を持つ浅い谷地形がつくられた地質的な成り立ちを示すとともに、谷の斜面に発達した斜面

林と湧き出る地下水、またそれらを利用して人々が作り上げた谷津田、さらに周辺に広がる樹

林地から構成されており、人と自然が関わりあい形づくってきた本市の歴史と文化を示してい

ます。 

谷津をはじめとする豊かな里地里山は、自然のままに放置して得られたものではなく、水田

や水路、そして斜面林の季節的な維持管理、下草刈り、山菜採りといった、人々の自然と共生

する生産・生活活動を通じた働きかけによって植生が保たれ、継承されてきた貴重な資源です。 

しかしながら、近年は農家における後継者不足や産業構造の変化に伴う離農者の増加などに

より、かつての農地が宅地やその他用地へ転用されたり、遊休農地※となることで人の手が入

らなくなり動植物の種類が乏しくなる（生物多様性※の低下）など、里地里山の荒廃、機能の

低下が懸念されます。 

継承してきたこれらの自然環境を維持するためには、市内における農業の活性化を図るほ

か、放棄された水田などに対し、農業従事者が担ってきた水路や農道、斜面林の保全管理を、

農家、非農家（市民や団体など）、行政の協働により取り組んでいきます。 

 

指標 基準値（2020 年度） 目標値（2031 年度） 

環 

境 

指 

標 

農振農用地面積 調査中 検討中 

遊休農地面積 調査中 検討中 

田・畑・山林・原野面積【新規】 調査中 検討中 

取 

組 

指 

標 

里山保全活動団体数 調査中 検討中 

認定農業者数 調査中 検討中 

市民農園面積 【新規】 調査中 検討中 

農業体験教室実施数 【新規】 調査中 検討中 
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施策の内容 

 里地（農地）の保全 

 農用地区域の指定を継続するとともに、意欲ある農業の担い手へ優

良農地の利用集積を促進するための情報提供を行います。 
農政課 

 農業後継者の育成や新規就農者の受け入れ環境の整備などの支援に

より、農業従事者の減少を抑え、遊休農地の発生を抑制します。 
農政課 

 市内の保育園・幼稚園、小学校において児童への食育や農業体験教室

を実施するほか、市内の農作物直売所へ販売用包装シートに係る経

費の補助を行い、農作物の地産地消を推進します。 

農政課 

 低農薬・無農薬栽培の補助事業について情報提供を行い、環境保全型

農業を推進します。 
農政課 

 行政が土地所有者の農家と橋渡しを行い、市民団体やNPO法人など

が参加して行う農地保全の仕組みづくりを検討します。 
農政課 

 里山（樹林地・斜面林）の保全 

 里山保全活動の支援として、市民団体やNPO法人などにおける活動

への支援、市民・事業者・行政が連携して行う「企画提案型協働事業」

を実施します。 

環境保全課 

 市内の里山環境について情報提供を行い、市民への意識啓発を図り

ます。 
環境保全課 

 環境保全団体による活動を周知するとともに、活動地域を市全域へ

広げるための支援を行い、環境保全活動の担い手育成を図ります。 
環境保全課 

  

関連する写真 関連する写真 
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個別目標２ 生きものの生息・生育空間の保全 

 

現状と施策展開の方針 

本市は、北部を利根川、南東部を印旛沼、北西部を手賀沼に囲まれ、調整池や水路を含む多

様な水辺環境を有しています。 

また、市域において樹枝状に広がる利根川水系の河川が台地を侵食して形成した谷津を中心

として、人と自然とのかかわりあいの中で長い年月をかけて形成されてきた里地里山が多く残

されています。里地里山には、樹林地、田畑、水辺など多様な環境が分布しており、豊かな生

態系を育んできました。 

市内の自然環境調査では、ホタル、サシバをはじめとする希少な動植物の生息・生育が確認

されており、初夏に谷津周辺で飛翔するホタルは市民や観光客にとって本市を特徴づけるシン

ボルのひとつとなっています。 

一方、カミツキガメやナガエツルノゲイトウ、オオキンケイギクなどの特定外来生物※が増

加しており、本市特有の生物や生態系にとって大きな脅威となっているほか、イノシシやハク

ビシンなどの有害鳥獣※による生活被害や農作物被害も増加しています。 

私たちの暮らしは、身の回りにある製品の素材や原料、食料の供給など、多様な生物が関わ

りあう生態系から得られる恵みによって支えられており、特に本市においては、恵まれた自然

環境の中で生態系の豊かさが大きな魅力となっていることから、生物多様性を守り、保全して

いくために、市民や事業者へ生物多様性の有する機能や重要性を広く共有していきます。 

また、印旛沼・手賀沼や河川などの水辺環境について、環境教育を通じた市民の意識向上を

図るとともに、清掃活動や湧水調査など、市民と行政の協働による維持管理に努めていきます。 

 

指標 基準値（2020 年度） 目標値（2031 年度） 

環 

境 

指 

標 

巨樹・古木本数【新規】 調査中 検討中 

在来種の生育・生息種数【新規】 調査中 検討中 

外来種の生育・生息種数【新規】 調査中 検討中 

取 

組 

指 

標 

里山保全活動団体数【再掲】 調査中 検討中 

特定外来生物の捕獲数 
・カミツキガメ：調査中 

・アライグマ ：調査中 

・カミツキガメ：検討中 

・アライグマ ：検討中 

有害鳥獣の捕獲数 

・ハクビシン ：調査中 

・イノシシ  ：調査中 

・タヌキ   ：調査中 

・ハクビシン ：検討中 

・イノシシ  ：検討中 

・タヌキ   ：検討中 
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施策の内容 

 生きものの生息・生育空間の把握 

 市域全域での自然環境調査を定期的に実施し、動植物の生息・生育状

況の把握に努めます。 
環境保全課 

 市域全域での巨樹・古木調査を定期的に実施し、所有者と行政が連携

の下、巨樹・古木の把握及び適切な保全を図ります。 
環境保全課 

 市内の動植物の生息・生育状況について、市民からの情報提供を募り

ます。 
環境保全課 

 多様な生態系の保全 

 外来種への対策として、県と連携し、市域における特定外来生物の防

除を実施するほか、家庭で飼育されているペットについて、飼い主に

適切な管理や野外への放逐禁止を呼びかけます。 

環境保全課 

 土地所有者の理解・連携を得ながら貴重な動植物の生育・生息地域を

把握し、在来種の保全活動を実施します。 
環境保全課 

 農作物や市民生活における鳥獣被害を防止するため、有害鳥獣の適切

な駆除を実施します。 
環境保全課 

 生物多様性の重要性について普及啓発するほか、関連イベントの開催

を支援し、生物多様性に関する情報発信に努めます。 
環境保全課 

 水辺環境の保全 

 水辺環境の維持管理として、印旛沼や手賀沼流域の河川における清掃

活動を実施します。 
環境保全課 

 市内の湧水や河川などについて定期的な水質調査を実施し、水質・水

量などの把握に努めます。 
環境保全課 

 印旛沼・手賀沼周辺において、環境学習会やイベントを開催し、水辺

における環境教育を推進します。 
環境保全課 

 

  

関連する写真 関連する写真 
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個別目標３ 暮らしと自然のつながりの確保 

 

現状と施策展開の方針 

本市では市内の歴史文化遺産を継承するため、指定文化財※の保護・活用に取り組んでいる

ほか、市民活動団体や事業者などと連携し、里地里山の保全に取り組んできました。それによ

り、本市には里地里山環境によって生み出された自然・田園風景が広がっているとともに、私

たちの歴史・文化を伝える社寺仏閣や木下貝層などの貴重な景観資源が残されています。 

一方、私たちの生活の中心を担う市街地では、千葉ニュータウンなど全体的にまとまりのあ

る景観の地域もあるものの、国道 464 号の商業施設が立地する区間では、大規模な建築物や

屋外広告物などにより良好な景観が損なわれている箇所もあります。 

今後も人々が住み続けたいと感じるまちとするには、本市を特徴づける豊かな水辺環境や先

人により継承されてきた里地里山、歴史や文化が街中にいながら感じられることが重要です。 

「印西市景観計画」（2018（平成 30）年 10月施行）に基づき、木下・大森地区や千葉ニュ

ータウン中央地区など、地域ごとの特性も踏まえながら、市街地と自然、歴史・文化が調和し

たまちづくりを行っていきます。 

また、そのためには市民と行政が連携し、公園美化活動を推進するほか、事業者における開

発行為の規制や緑化の要請などにより、街中における緑の充実を図っていきます。 

 

指標 基準値（2020 年度） 目標値（2031 年度） 

環境 

指標 

市民1人当たりの都市

公園面積 
調査中 検討中 

緑地面積の割合 調査中 検討中 

文化財指定数 調査中 検討中 

取組 

指標 

市民と協働で管理し

ている公園数 
調査中 検討中 

検討中 ― ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

関連する写真 関連する写真 
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施策の内容 

 自然と調和したまちづくり 

 「印西市景観計画」に基づき、本市の特徴である豊かな里地里山風景

を活かしたまちづくりを推進します。 
都市計画課 

 公共施設及び市街地の道路における緑化を実施するとともに、戸建

住宅の開発に際した植栽の要請や花苗・種子の配布などにより、工場

や事業所、住宅における緑化を促進します。 

都市整備課 

土木管理課 

 公園管理における地域住民との連携体制を構築するとともに、管理

に必要な物品や用具の貸与・支給を行い、市民による公園美化活動の

促進に努めます。 

都市整備課 

 公園・緑地における樹木や花壇などを適正に管理するとともに、一部

の都市公園については防災拠点としての管理に努めます。 
都市整備課 

 開発行為を行う事業者に対し、印西市開発事業指導要綱に基づく指

導を実施するなど、開発行為の規制により土地利用の適正な誘導を

行い、街中における緑の保全に努めます。 

関係各課 

都市計画課 

 日常から水辺に親しめるよう、水辺周辺のサイクリングコースなど、

親水性の高い緑のネットワークづくりを検討します。 

関係各課 

商工観光課 

 歴史・文化の保全 

 市内の文化財指定地やその他の歴史的資料の保全・管理を実施しま

す。 
生涯学習課 
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基本目標 2 

生活環境 

安心で快適な、ずっと住み続けたいと思えるまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
関連するＳＤＧｓ 他分野との関連 

 
・地域の価値や魅力の向上 

・健康を含む様々な生活の質の向上 

・安全・安心に暮らせる居住環境 

 

 

 

  

将来イメージ 

●大気や水質、放射性物質などに対する調査・監視・指導の継続や、家庭・事業所などに

おける排水への配慮、施設の適切な管理などの自主的な環境配慮の取組が定着すること

により、環境基準※が達成されています。 

●道路や工場、建設作業などから発生する騒音・振動、悪臭への適切な対策・指導が実施

されることで、快適な居住環境が保たれています。また、行政による意識啓発によって

生活騒音や悪臭に関する市民の意識が向上し、近隣住民間での配慮がなされています。 

●市による監視体制の強化などにより、不法な残土の埋立行為が防止されるなど、安全・

安心に暮らせるまちになっています。 

関連する写真 関連する写真 
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個別目標１ 大気環境の保全 

 

現状と施策展開の方針 

本市は県と連携し、一般環境大気測定局（高花地区）において大気環境の定期的な観測を行

っています。 

二酸化窒素※及び浮遊粒子状物質※については継続的に環境基準を達成しており、浮遊粒子

状物質の中でも特に微細な PM2.5※についても環境基準値以下で推移していますが、光化学

オキシダント※は環境基準を達成しておらず、注意報の発令基準を超えた場合は、防災無線、

防災メール、教育機関への FAX などで「光化学スモッグ注意報」を発令し、注意を促してい

ます。 

引き続き、大気環境の観測・監視を継続するとともに、法令に基づく公害防止に向けた事業

所・工場などへの指導の実施や事業者の自主的な環境配慮への取組の啓発を行い、市民が安

全・安心に暮らせる居住環境を確保していきます。 

 

指標 基準値（2020 年度） 目標値（2031 年度） 

環 

境 

指 

標 

二酸化窒素（NO2）濃度 調査中 検討中 

浮遊粒子状物質（SPM）濃度 調査中 検討中 

取 

組 

指 

標 

公害苦情件数（大気） 調査中 検討中 

大気に関する指導実施回数【新規】 調査中 検討中 

光化学スモッグ注意報発令回数

【新規】 
調査中 検討中 
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施策の内容 

 大気汚染の監視・指導 

 市内の大気環境を把握するため、定期的な大気測定を実施します。 環境保全課 

 自動車における排出ガスの抑制として、市域における排出ガスの少

ない自動車や運転方法について普及啓発を行います。 
環境保全課 

 野焼き行為の禁止について普及啓発するとともに、監視や行為者へ

の指導を行います。 
クリーン推進課 

 基準外焼却炉の使用について焼却行為の禁止を周知し、焼却炉の適

正使用を推進します。 
クリーン推進課 

 大気汚染の可能性がある工場や事業場などにおいて、現場確認及び

再発防止の指導を行い、排出ガスの抑制を図ります。 
環境保全課 

 

  

関連する写真 関連する写真 
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個別目標２ 水・土壌環境の保全 

 

現状と施策展開の方針 

市内には利根川水系に属する 20 の一級河川※が流れており、本市における市民生活や経済

活動はこれらの河川より供給される水道水により支えられています。 

また、市の南東部には千葉県最大の湖沼である印旛沼、北西部には手賀沼が位置し、本市の

水辺環境を代表する存在となっていますが、私たちの生活や事業活動から出る排水の流入によ

る師戸川の水質悪化、または水中や底泥に蓄積した窒素及びりんなどを栄養源とした藻類の発

生などの様々な要因により、印旛沼・手賀沼のCOD濃度は近年環境基準を大幅に超過したま

ま微増傾向で推移しており、その水質は全国的に見ても低い水準となっています。 

本市では公共下水道の整備及び整備済み地区の水洗化、認可区域外における合併処理浄化槽

の普及など、水質浄化に向けた様々な対策を実行していますが、明確な水質改善には至ってお

らず、新たな取組や広域的な連携が必要となっています。 

印旛沼・手賀沼の水質改善に向けては、国や県、流域市町村と連携して水循環や水質浄化に

向けた取組を推進するほか、市民・事業者・行政が一体となって公共下水道の整備や合併処理

浄化槽による生活排水の浄化などの排水対策を行っていきます。 

また、本市は都心に近く、農地や樹林地が多く残るという地理的・自然的要因から、不法な

残土埋立のリスクが高い地域です。引き続き、市内の監視パトロールや事業者への法令遵守を

徹底させることで、土砂の埋立による土壌汚染及び災害の発生による居住環境の悪化を未然に

防止していきます。 
 

指標 基準値（2020 年度） 目標値（2031 年度） 

環 

境 

指 

標 

河川のBOD濃度 

・亀成川：調査中 

・神崎川：調査中 

・師戸川：調査中 

・亀成川：検討中 

・神崎川：検討中 

・師戸川：検討中 

湖沼のCOD濃度 
・印旛沼：調査中 

・手賀沼：調査中 

・印旛沼：検討中 

・手賀沼：検討中 

土壌の汚染に係る環境基準 調査中 検討中 

地下水の水質汚濁に係る環境基準 調査中 検討中 

取 

組 

指 

標 

下水道普及率 調査中 検討中 

下水道整備率 調査中 検討中 

合併処理浄化槽普及率 調査中 検討中 

合併処理浄化槽設置基数 

（補助対象分累計） 
調査中 検討中 

透水性舗装整備面積（累計） 

【新規】 調査中 検討中 

残土パトロール実施回数【新規】 調査中 検討中 

公害苦情発生件数（水質、土壌） 調査中 検討中 
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施策の内容 

 水環境の監視・測定・指導 

 水質汚濁を防止するため、河川、湧水及び地下水における定期的な水

質測定を実施します。 
環境保全課 

 工場や事業場からの排水による水質事故の発生を監視し、水質事故

の発生時には発生源施設への立ち入りや指導を行います。 
環境保全課 

 生活排水対策の推進 

 公共下水道認可区域における公共下水道の整備を行います。 下水道課 

 公共下水道認可区域外における高度処理型合併処理浄化槽の普及を

促進します。 
環境保全課 

 浄化槽設置者に対して、設置から 5 年後の維持管理の検査・指導を

実施します。 
環境保全課 

 家庭の生活排水対策として、使用済み食用油の拠点回収・資源化など

を行います。 
クリーン推進課 

 健全な水循環の確保 

 市域における透水性舗装の整備を進めるほか、家庭や事業所におけ

る雨水貯留施設・雨水浸透施設の設置を要請し、雨水浸透を推進しま

す。 

建設課 

環境保全課 

 湧水・地下水の保全策として、湧水の地点を把握し、水質調査を実施

するとともに、揚水施設については地下水の適正利用を図ります。 
環境保全課 

 市民・事業者に対し、湧水や水循環に関する意識啓発を行います。 環境保全課 

 不法な残土埋立防止の強化 

 残土現場の監視パトロールを実施し、不法残土の埋立を防止します。 環境保全課 

 特定事業者に対し土壌汚染防止の指導・啓発を行うほか、法令の遵守

を徹底させます。 
環境保全課 

  

関連する写真 関連する写真 
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個別目標３ 騒音・振動・臭気の防止 

 

現状と施策展開の方針 

市内の主要幹線道路は、東西を結ぶ北部の国道 356号及び中央部の国道464号のほか、南

北を放射状に結ぶ複数の県道により構成されています。騒音・振動は、これらの交通量の多い

道路や工場・事業場・建設現場などで発生しやすくなっており、本市では市内の主要幹線道路

を中心に騒音・振動調査を実施しています。 

近年は居住空間における騒音、振動、臭気の発生も増加しており、住宅街において通行が禁

止されている道路への大型車両の侵入や、市民が飼育するペットによるものなど、近隣住民間

のトラブルも増えつつあり、交通ルールの徹底や市民への意識啓発による予防が必要となって

います。 

また、臭気については、農業が盛んであるという地域特性を背景として、主に農作業で使用

される堆肥や有機肥料の臭いが悪臭として捉えられるケースが見受けられます。 

これらの公害の発生を抑えて快適な暮らしを確保するには、定期的な調査や寄せられた苦情

などを基に発生元へ適切な指導を行うことで改善を図っていきます。 

また、市民に向けては家庭から発生する臭気や騒音について近隣住民とのトラブルを未然に

防ぐための普及啓発を行い、意識向上を図っていきます。 

 

指標 基準値（2020 年度） 目標値（2031 年度） 

環境 

指標 
道路交通騒音測定値 調査中 検討中 

取組 

指標 

騒音・振動に係る指導実施回数 

【新規】 
調査中 検討中 

悪臭に係る指導実施回数【新規】 調査中 検討中 

公害苦情発生件数 

（騒音、振動、悪臭） 

騒音：調査中 

振動：調査中 

悪臭：調査中 

騒音：検討中 

振動：検討中 

悪臭：検討中 

  

関連する写真 関連する写真 
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施策の内容 

 自動車交通に伴う騒音・振動の低減 

 市内の県道や一般国道などにおいて定期的な騒音・振動調査を実施

し、自動車騒音・振動の監視に努めます。 
環境保全課 

 騒音・振動を防止するため、関係機関に対し、道路の適正な維持・管

理対策の充実・強化を働きかけます。 
環境保全課 

 工場・事業場などからの騒音・振動の低減 

 騒音・振動の発生源となりうる工場・事業場には届出を通じた適切な

指導を行います。 
環境保全課 

 家庭を発生源とする生活騒音については、市民の意識向上のための普

及啓発を行い、住民間トラブルの防止に努めます。 
環境保全課 

 悪臭対策の推進 

 悪臭の発生源を把握するとともに、土地管理者や所有者などへ適切な

指導を行います。 
環境保全課 
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個別目標４ 有害化学物質対策の推進 

 

現状と施策展開の方針 

私たちの生活は様々な化学物質に囲まれており、そうした化学物質は暮らしを便利で快適に

する一方で、適切に管理されないことで人の健康や動植物に悪影響を及ぼす物質や、廃棄物の

焼却過程などで発生するダイオキシン類※などの有害化学物質もあります。 

また、平成 23（2011）年 3月に発生した東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電

所の事故をきっけかとして、放射性物質による環境汚染という新たな環境問題も生まれまし

た。 

安全・安心な生活を守っていくには、これらの有害化学物質による市内の環境汚染を未然に

防ぐことが重要であり、本市では県や周辺市町、印西地区環境整備事務組合などと連携し、有

害化学物質の監視を行っています。その他、印西クリーンセンターや市役所などにおけるダイ

オキシン類濃度の測定、市内公共施設における空間線量率※の測定を行っていますが、継続的

に良好な環境が維持されており、ホームページや広報を通じて測定結果を公表しています。 

引き続き、有害化学物質の発生源における監視・指導を行い、安全・安心な暮らしの確保に

努めるとともに、有害化学物質に係る市民・事業者への情報提供として測定結果の公表を行っ

ていきます。 

 

指標 基準値（2020 年度） 目標値（2031 年度） 

環 

境 

指 

標 

ダイオキシン類大気環境濃度 
・印西市役所：調査中 

・高花測定局：調査中 
検討中 

印西クリーンセンターにおけ

るダイオキシン類測定値 

・1号炉：調査中 

・2号炉：調査中 

・1号炉：検討中 

・2号炉：検討中 

・3号炉：調査中 ・3号炉：検討中 

公共施設における空間放射線

量達成率【新規】 
100％（172 箇所） 100％ 

取 

組 

指 

標 

公共施設における空間放射率

【新規】 
調査中 検討中 

有害化学物質に関する指導実

施回数【新規】 
調査中 検討中 

放射線測定結果の公表回数

【新規】 
調査中 検討中 

 

  



47 

 

施策の内容 

 有害化学物質の適正管理 

 有害化学物質の監視として、県と連携した測定を定期的に実施しま

す。 
環境保全課 

 有害化学物質の発生源を把握するとともに、発生源の所有者や管理者

などへ再発防止を求める指導を行います。 
環境保全課 

 市内で確認された有害化学物質について、市民・事業者へ情報提供や

注意喚起を行います。 
環境保全課 

 放射性物質に対する安全・安心の確保 

 市内公共施設において、定期的に空間線量率の測定を実施し、放射性

物質の監視に努めます。 
関係各課 

 市内における放射性物質の調査結果について、市民・事業者へ情報提

供を行います。 
環境保全課 

 

  

関連する写真 関連する写真 
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基本目標 3 

循環型社会 

限りある資源を有効に活用した、持続可能な美しいまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
関連するＳＤＧｓ 他分野との関連 

 
・地域の価値や魅力の向上 

・健康を含む様々な生活の質の向上 

・環境の保全に寄与する新たなビジネス 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

関連する写真 関連する写真 

将来イメージ 

●市民と行政の連携による地域パトロールや監視カメラの増設などにより、市域における

不法投棄やポイ捨てが行われておらず、人目につきにくい山道や街中においてもごみの

見当たらない住みよい住環境が保たれています。 

●すべての市民・事業者において、ごみの排出が少なくなるライフスタイル・ビジネスス

タイルが定着しており、排出されたゴミについては減量化や分別などの適切な処理が行

われています。 

●食品ロスの削減やプラスチックごみによる海洋汚染の防止に向けた意識が高まり、リユ

ース※が容易なごみになりにくい商品を販売・購入したり、必要な量だけを購入する、

不要なものをもらわないなどの取組が市民・事業者において定着し、市民 1人が 1日

当たりに排出するごみの量が少なくなっています。 
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個別目標１ 不法投棄やポイ捨ての抑制・防止対策 

 

現状と施策展開の方針 

本市では、不法投棄防止のための啓発活動やパトロール、監視カメラの設置などを実施して

いるほか、市民団体や事業者と連携してゴミゼロ運動やクリーン印西推進運動に取り組んでい

ます。 

不法投棄の発生件数は 2019（令和元）年度において 149 件であり、過去の 500 件近い件

数からは大幅に減少していますが、近年の発生件数はほぼ横ばいで推移しており、依然として

道路沿いの山林など人目につきにくい場所での投棄が見受けられます。 

ごみの不法投棄やポイ捨ては景観や自然環境、生活環境に悪影響を与えており、また不法投

棄を処理せずに放置していると「捨てやすい環境」と捉えられ、さらなる不法投棄の要因とな

る傾向があることから、ごみがなく、人の手が入っていることが感じられる「捨てづらい環境

づくり」が重要です。 

本市では、ゴミゼロ運動など市民・事業者と連携した清掃活動を通じて、身近な地域の環境

を清潔に保つ意識を育むとともに、市民との連携体制の構築など、より一層の監視体制の強化

を図っていきます。 

 

指標 基準値（2020 年度） 目標値（2031 年度） 

環境 

指標 
不法投棄件数 調査中 検討中 

取組 

指標 

ゴミゼロ運動参加団体数 調査中 検討中 

クリーン印西推進運動参加団

体数 
調査中 検討中 

美化活動協定締結数 調査中 検討中 

監視カメラ設置台数（累計）

【新規】 
調査中 検討中 

不法投棄防止パトロール実施

回数【新規】 
調査中 検討中 

  

関連する写真 関連する写真 
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施策の内容 

 環境美化活動の推進 

 市民清掃活動としてゴミゼロ運動やクリーン印西推進運動を継続的

に実施します。 
クリーン推進課 

 市内清掃活動やイベントなどを通じ、市民における環境美化意識の向

上を図ります。 
クリーン推進課 

 不法投棄の未然防止 

 監視カメラの設置やパトロールの実施により、不法投棄の未然防止に

向けた監視体制の強化を図ります。 
クリーン推進課 

 不法投棄の監視体制について、市民との連携体制を構築し、捨てづら

い環境づくりに努めます。 
クリーン推進課 
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個別目標２ 3R（リデュース、リユース、リサイクル）の推進 

 

現状と施策展開の方針 

本市では、ごみの減量化・資源化に向けて排出抑制（リデュース※）、再使用（リユース）、

再生利用（リサイクル※）の 3R 運動を推進していますが、人口や事業所の増加により、本市

のごみ排出量は増加傾向にあります。 

また、本市における 1 人 1 日当たりのごみ排出量は、全国及び千葉県の平均値をともに下

回っていますが、2018（平成 30）年度以降はそれまでの減少傾向から増加に転じており、削

減に向けた努力が求められます。 

今後は排出抑制（リデュース）や再使用（リユース）に加え、不要なものをもらわない（リ

フューズ※）に取り組み、ごみが排出される前の段階で「ごみを作らない」というライフスタ

イルやビジネススタイルの普及に努めるとともに、ごみとして排出されたものは再生利用（リ

サイクル）するなど、より一層のごみ減量化を進めていきます。 

また、昨今の世界的な課題として取り上げられている海洋プラスチック及び食品ロス問題に

ついて、廃プラスチックの約半分を占める容器包装におけるプラスチックの使用削減、家庭や

飲食店での食べ残しの削減、消費期限が近い食品のフードバンクへの提供・活用など、市民・

事業者と連携のもと、本市でも取組を図っていきます。 

 

指標 基準値（2020 年度） 目標値（2031 年度） 

環 

境 

指 

標 

1 人 1日当たりのごみ排出量 調査中 検討中 

焼却ごみにおける厨芥類割合

【新規】 
調査中 検討中 

焼却ごみにおけるプラごみ割

合【新規】 
調査中 検討中 

取 

組 

指 

標 

生ごみ処理機補助交付基数 

【新規】 

・補助金交付件数：調査中 

・減量機器貸出件数：調査中 

・補助金交付件数：検討中 

・減量機器貸出件数：検討中 

拠点回収量【新規】 
・廃食油：調査中 

・使用済小型家電：調査中 

・廃食油：検討中 

・使用済小型家電：検討中 

有価物集団回収登録団体数及

び回収量【新規】 

・団体数：調査中 

・回収量：調査中 

・団体数：検討中 

・回収量：検討中 

ごみの減量などに係る出前講

座実施回数【新規】 
調査中 検討中 
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施策の内容 

 ごみの発生抑制の推進 

 フードバンク・フードドライブの利用について情報提供を行うほか、

食べ切り促進に向けた取組を実践する市内事業者を「食べ切りエコス

タイル」連携事業者として公表し、市内の食品ロスの削減に努めます。 

クリーン推進課 

 市民・事業者へプラスチックの削減に関する取組の情報提供を行い、

プラスチック製品の削減に努めます。 
クリーン推進課 

 ごみの再使用の推進 

 個人におけるエコバッグ・マイボトルの利用を推進するため、市民へ

普及啓発を行います。 
クリーン推進課 

 市内で開催されるイベントなどにおいて、使い捨て食器などの削減を

推進します。 
クリーン推進課 

 ごみの減量化・資源化の推進 

 生ごみ処理容器や生ごみ処理機の補助金制度について周知を行い、普

及拡大を図ります。 
クリーン推進課 

 ごみの減量に関する取組について、イベントや講座などを通じた学習

機会の充実、情報提供に努めます。 
クリーン推進課 

 「リサイクル情報広場」の設置などにより、市内のリサイクル活動を

支援します。 
クリーン推進課 

 事業者の排出する事業系ごみについて、適正排出・処理の指導を実施

します。 
クリーン推進課 

 適正な処理体制の整備・推進 

 ごみ処理施設の適切な維持管理・整備を実施します。 クリーン推進課 

 プラスチックごみ対策として、プラスチック製容器包装の回収を実施

するとともに、その他のプラスチック製品についても燃やさないごみ

としての回収などを検討していきます。 

クリーン推進課 

  

関連する写真 関連する写真 
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基本目標 4 

脱炭素社会 

カーボンニュートラルの実現に向けた、地球環境にやさしいまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連するＳＤＧｓ 他分野との関連 

 ・歩行や自転車利用の増加による健康の維持・

増進 

・環境の保全に寄与する新たなビジネス 

・省エネなどによる事業コストの改善 

・エネルギーの自立や適応による地域の防災・

減災力の強化 

 

  

将来イメージ 

●COOL
ク ー ル

 CHOICE
チ ョ イ ス

※が定着し、日常生活や事業活動への省エネ設備の導入やエコドライ

ブの実践など、環境に配慮した行動を上手く取り入れることで、快適性を保ちながらエ

ネルギー消費を抑えた生活や事業活動が行われています。 

●再生可能エネルギーによる家庭や事業所でのエネルギー創出が進み、さらに、省エネ及

び創エネを兼ね備えた住宅（ZEH
ゼ ッ チ

※）、工場やビル（ZEB
ゼ ブ

※）が市内に増えたことで、環

境負荷の少ないエネルギー消費が実現しています。 

●充電ステーションや水素ステーションなどのインフラ設備の整備に伴い、次世代自動車

が市民にも普及しており、また、徒歩や自転車、公共交通機関で移動しやすいまちづく

りが進んでいることで、自動車の利用に伴う温室効果ガスの排出量が削減されていま

す。 

●大型台風に対する防災対策や異常高温に伴う熱中症予防への意識が高まるなど、市民・

事業者へ気候変動の影響に対応した行動が定着することで、被害の最小化、または回避

が図られています。 

関連する写真 関連する写真 
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個別目標１ 省エネルギーの推進 

 

現状と施策展開の方針 

私たちは日々の生活、事業活動の中でエネルギーを消費しながら暮らしていますが、そうし

たエネルギー消費は地球温暖化の進行と密接な関係にあります。 

地球温暖化の進行を抑制することは今や世界共通の課題となっており、具体的な取組として

は地球温暖化の主な原因であるエネルギーの消費を抑えることが求められています。 

エネルギーには照明設備や空調設備の使用で消費される電力をはじめ、ガスやガソリン、灯

油などの様々な種類がありますが、エネルギー効率の良い省エネ設備を使用するとともに、

HEMS
ヘ ム ス

※やBEMS
ベ ム ス

※によりエネルギー消費量を把握しながら効率の良い機器の運転を心がける

などの工夫により、消費量を減らすことが可能です。 

本市ではこれまで、「印西市地球温暖化対策実行計画【第 4次印西市庁内エコプラン】」に基

づく取組を行うことで、市の事務・事業に係るエネルギー消費の低減を進めてきました。今後

も引き続き、行政も 1 事業者として省エネルギーに向けた取組を率先していくとともに、市

民・事業者による自主的な環境配慮行動を促すことで、市全体のエネルギー消費量削減を図っ

ていきます。 

 

指標 基準値（2020 年度） 目標値（2031 年度） 

環境 

指標 
温室効果ガス排出量【新規】 調査中 検討中 

取組 

指標 

住宅用省エネルギー設備等設置補助

実績（家庭用燃料電池システム） 
調査中 検討中 

グリーンカーテン用種子の配布数

【新規】 
調査中 検討中 

市の事務事業に伴う温室効果ガス排

出量【新規】 
調査中 検討中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

関連する写真 関連する写真 
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施策の内容 

 家庭・事業所における省エネ・低炭素化の推進 

 イベントを通じた環境家計簿の普及のほか、省エネに関して家庭や事

業所で実践可能な取組や役立つ補助制度などについて情報提供を行

います。 

環境保全課 

 グリーンカーテン用種子を配布するとともに、グリーンカーテンコン

テストを実施し、市内の家庭や事業所におけるグリーンカーテンの設

置を促進します。 

環境保全課 

 住宅や事業所などの建物の改修に際しては断熱化が行われるよう、断

熱化に係る設備や補助制度について情報提供を行います。 
環境保全課 

 庁内エコプランの取組を着実に推進するとともに、国や県などの動向

を踏まえ、必要が生じた場合は庁内エコプランにおける目標や取組内

容について見直しを行い、新たな課題や目標への対応を図ります。 

関係各課 

環境保全課 
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個別目標２ 再生可能エネルギーの利用促進 

 

現状と施策展開の方針 

近年は、LED照明などのエネルギー消費の少ない設備・機器の普及により、快適さはそのま

まに、エネルギー消費を抑えた暮らしができるようになりつつあります。 

しかしながら、地球温暖化の主な原因であるエネルギー消費をゼロにすることは困難である

ため、低炭素なエネルギーへの転換や再生可能エネルギーにおける発電、熱利用などにより、

エネルギーそのものの低炭素化または脱炭素化を進めることが必要となります。 

本市における再生可能エネルギーは、FIT
フィット

制度※対象分として太陽光発電の導入が進んでお

り、特に事業者などでの導入が多い容量 10kW 以上の太陽光発電が伸びていることが特徴で

す。 

再生可能エネルギーは日照量や風速といった気候条件などに発電量が左右される面がある

ものの、災害時における自立分散型の緊急用電源としての利用価値が高いことから、本市でも

エネルギーの脱炭素化及び災害に備えたエネルギー供給の強靭化を図ることを目的に、地域に

おけるより一層の再生可能エネルギーの普及拡大を図っていきます。 

 

指標 基準値（2020 年度） 目標値（2031 年度） 

環境 

指標 

温室効果ガス排出量

【新規】（再掲） 
調査中 検討中 

再生可能エネルギー

導入設備容量（FIT対

象）【新規】 

調査中 検討中 

公共施設における再

エネ設備導入率【新

規】 

調査中 検討中 

取組 

指標 

住宅用省エネルギー

設備等設置補助実績 

・太陽光発電システム：調査中 

・太陽熱利用システム：調査中 

・定置用リチウムイオン蓄電 

システム：調査中 

・太陽光発電システム：検討中 

・太陽熱利用システム：検討中 

・定置用リチウムイオン蓄電 

システム：検討中 
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施策の内容 

 創エネルギー・蓄エネルギーの活用 

 公共施設を新築する際は、再生可能エネルギー設備及び蓄電池を導

入するとともに、既存施設を改修する際には、再生可能エネルギー設

備及び蓄電池の新規設置に努めます。 

環境保全課 

 家庭や事業所における再生可能エネルギー設備の導入に向けた、印

西市独自の補助制度を実施します。 
環境保全課 

 

  

関連する写真 関連する写真 
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個別目標３ 交通に伴う環境負荷が少なく、気候変動へ適応したまちづくり 

 

現状と施策展開の方針 

近年は地球温暖化に伴う気候変動の影響が懸念されていますが、本市で生じているまたは今

後生じる可能性が高い影響はまだ明らかとなっていない部分が多くあります。こうした影響は

地域の自然的・社会的特性によって生じ方が様々であることから、市民や事業者と連携のもと、

情報収集に努めることが望まれます。 

また、市域全体で地球温暖化対策を実施していく上では、環境に負荷の少ない交通環境を整

備するほか、収集した情報や国、県の方向性に基づき気候変動の影響を回避・軽減するまちづ

くりを行っていくことが必要です。 

環境に負荷の少ない交通環境に向けては、次世代自動車※の普及のほか、課題となる充電ス

テーションや水素ステーションの充実、歩道や駐輪場など徒歩・自転車が利用しやすい環境の

整備・充実などが求められます。 

今後は、行政が主体となるまちづくりの中で、駐輪場や歩道の整備、ふれあいバスの運行ル

ート・運行本数の拡大など、交通環境の整備を進めていくほか、環境負荷の少ない自動車の利

用方法（エコドライブ※やカーシェアリング※など）や移動に際した徒歩・自転車の選択など、

市民・事業者による自主的な環境配慮が行われるよう、意識啓発を行っていきます。 

また、市民・事業者などを通じた気候変動の影響に関する情報収集に努めるとともに、気候

変動の影響を回避・軽減する上で必要となる対策やまちづくりを適宜行っていきます。 

 

指標 基準値（2020 年度） 目標値（2031 年度） 

環 

境 

指 

標 

公用車における次世代自動車導入

数【新規】 
調査中 検討中 

取 

組 

指 

標 

ふれあいバス利用者数 調査中 検討中 

市内駅の1日平均乗車人員 調査中 検討中 

 

 

 

 

 

 

  

関連する写真 関連する写真 
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施策の内容 

 環境にやさしい交通環境の整備 

 市民が利用しやすい交通環境の整備に向け、ふれあいバスの運行ルー

ト・運行本数の拡大に努めるとともに、交通不便地域における交通機

関のあり方について検討し、公共交通機関の利便性向上を図ります。 

交通政策課 

 歩道や駐輪場の適正な管理・整備を実施することで、徒歩や自転車を

利用しやすい環境の整備・充実に努めます。 
土木管理課 

市民活動推進課 

 公用車を更新する際には可能な限り次世代自動車を導入するととも

に、事業者と連携し、市域における充電ステーション及び水素ステー

ション設置数の増加に努めます。また、市民・事業者へ次世代自動車

の導入に向けた補助制度の情報提供を行い、次世代自動車の普及促進

に努めます。 

管財課 

環境保全課 

 環境負荷の少ない運転方法（エコドライブ）や自動車共同使用（カー

シェアリング）について普及啓発を行います。 
環境保全課 

 気候変動の影響の把握・対策 

 市域における気候変動の影響について、市民や事業者、研究機関など

を通じた情報収集に努めるとともに、収集した情報に基づき必要な対

策を講じることで、被害の回避・軽減に努めます。 

環境保全課 

関係各課 
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基本目標 5 

人づくり 

パートナーシップを構築し、協働で環境保全に取り組むまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連するＳＤＧｓ 他分野との関連 

 ・地域の価値や魅力の向上 

・協働の推進、地域コミュニティの活性化 

・活動を通じた健康の維持・増進 

・環境教育、生涯学習の活性化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

将来イメージ 

●家庭や学校、職場など様々な場面で、環境問題について学ぶ仕組みが整っており、日常

生活や事業活動によって自らが環境に及ぼす影響を理解し、環境に配慮した生活や事業

活動を実践する市民・事業者が増えています。 

●環境保全団体や環境保全活動に携わる企業や個人などへの必要な支援が充実しており、

市内において活発な環境保全活動が取り組まれています。 

関連する写真 関連する写真 
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個別目標１ 自ら学び、行動する人づくりの推進 

 

現状と施策展開の方針 

本市では市民・事業者に対し、市民アカデミーや講座の開催、協働事業の実施など、環境保

全に関する様々な普及・啓発活動や環境保全行動の実践を促進する取組を行っています。 

しかしながら、環境活動団体数は伸び悩んでいるほか、環境保全活動への参加者の固定化や

高齢化が進んでいると考えられ、今後の継続的な活動への影響も懸念されています。 

今後はこれまで以上に市民・事業者が持つ能力を本市における環境の維持や改善に活かすこ

とが求められていることから、より多くの市民・事業者が環境保全活動の担い手となるよう、

幅広い世代が環境保全について学べる場やプログラムの構築が求められています。 

このため、環境保全活動で役立つ知識・技術を学ぶ場を提供するとともに、学んだ人々と市

内の環境活動団体を橋渡しすることにより、環境保全活動の活性化を促します。 

また、将来の担い手となる子どもたちが環境について考え、行動することは、保護者や地域

全体への波及効果が期待できることから、学校を通じた環境教育としてボランティアによる出

前講座の実施など、子どもたちへの環境教育の充実を図っていきます。 

 

指標 基準値（2020 年度） 目標値（2031 年度） 

環 

境 

指 

標 

環境活動団体数 調査中 検討中 

学校支援ボランティアリスト 

登録数 
調査中 検討中 

環境に関する市民活動支援セン

ター登録団体数 
調査中 検討中 

取 

組 

指 

標 

環境講座・イベントなどの開催

回数 

調査中 検討中 

環境学習（参加人数・講座数） 調査中 検討中 

環境情報の提供回数 調査中 検討中 

  

関連する写真 関連する写真 



62 

 

施策の内容 

 環境学習の場と機会の創出 

 学校教育における環境学習の機会を設けるほか、出前講座を実施する

など、学校における環境教育を推進します。 
指導課 

 公共施設における生涯学習として、環境イベントや市民アカデミーな

どを企画・開催します。 
生涯学習課 

 環境保全活動を担う人材の育成 

 環境保全活動で役立つ知識・技術を学ぶ場を提供し、環境保全活動を

担う人材の育成を図ります。 
環境保全課 
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個別目標２ 環境配慮行動の実践の場と機会の充実 

 

現状と施策展開の方針 

市内の環境をより良いものとするには、市民・事業者が生活や事業活動の中で環境配慮行動

を実践するとともに、行政と連携した環境保全活動を行っていくことが大切であり、具体的な

環境配慮行動や環境保全活動に取り組む機会について行政からの情報提供が求められます。 

本市では市民・事業者が環境保全活動に取り組む機会の創出として、環境フェスタやいんざ

い自然探訪などを開催しているほか、環境美化活動や緑化活動など、市民・事業者・行政が協

働で取り組む様々な事業を実施しています。 

今後は、環境配慮行動に関する情報提供の充実を図るほか、市民・事業者における情報への

アクセスが容易になるよう、情報提供の仕組みの一元化を検討してまいります。 

また、様々な主体が気軽に環境保全活動へ携わる仕組みを構築するため、個々の市民や事業

者への支援体制を充実させるとともに、環境保全団体を含めたネットワークの構築に努めてい

きます。 

 

指標 基準値（2020 年度） 目標値（2031 年度） 

環境 

指標 

環境活動団体数【再掲】 調査中 検討中 

出前講座実施回数【新規】 調査中 検討中 

取組 

指標 

環境情報の提供回数【再掲】 調査中 検討中 

協働事業の実績 

・実施数：調査中 

・助成金交付事業数：調査

中 

・実施数：検討中 

・助成金交付事業数：検討

中 

  

関連する写真 関連する写真 
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施策の内容 

 環境情報の一元化と共有 

 市のホームページや広報紙などを通じて、環境に関する情報を発信し

ます。 
環境保全課 

 市民・事業者がまとまった環境情報を得ることが出来るよう、環境情

報を発信する方法・媒体などについて検討します。 
環境保全課 

 各主体における環境配慮行動の推進 

 市と協働で事業に取り組む「企画提案型協働事業」や、市民・事業者

主体の公益的なまちづくり活動を支える「公益信託印西市まちづくり

ファンド」などを実施し、環境保全団体における活動を支援します。 

市民活動推進課 

 環境配慮行動について、市のホームページやイベントなどを通じて情

報提供を行います。 
環境保全課 

 多様な環境主体間の連携促進 

 「登録ボランティア制度（仮称）」を通じ、環境保全団体に所属して

いない市民・事業者とも環境保全に関する連携体制の構築を図り、環

境保全団体と市民・事業者のネットワークを形成します。 

環境保全課 

 

 


